
 

   

知多市公告第１１４号 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定に基づき、別

紙のとおり特定生産緑地を変更したので、同法第１０条の２第４項の規定により公

示する。 

  令和５年１２月２６日 

                        知多市長 宮 島 壽 男  



 

 

別紙  

番号  位置  
特定生産緑地

の面積  
指定期限日  

11-51 八幡字鍋山２番地の１の一部  1,111.39㎡  

令和 14年

(2032年 ) 

12月 4日  

「区域は変更図表示のとおり」  


